
承認案第１号 

専決処分の承認を求めることについて 

 

地方自治法第1 7 9条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、

同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

平成27年５月18日提出 

天理市長 並 河  健 



専決第１号 

専  決  処  分  書 

 

 公営企業の職員の退職により、退職手当負担金を追加するため、平成26年度

天理市一般会計予算の補正を行う必要が生じたが、特に緊急を要するため議会

を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法（昭和22

年法律第67号）第1 7 9条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

  平成27年３月23日 

天理市長 並 河  健  



 

 

平成２６年度天理市一般会計補正予算（第６号） 

 

 平成２６年度天理市の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１４，２９０千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

２４，７００，８８９千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳 

出予算補正」による。 

 

  平成２７年３月２３日専決 

 

天理市長   並 河  健 

                                 



  

第 １ 表  歳 入 歳 出 予 算 補 正

  

１ 歳 入

- 1 -

  

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額     計    

千円 千円 千円

  

18 繰入金       657,038        14,290       671,328

  

 1 基金繰入金       647,108        14,290       661,398

  

歳         入         合         計    24,686,599        14,290    24,700,889



  

２ 歳 出
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款 項 補 正 前 の 額 補    正    額     計    

千円 千円 千円

  

 2 総務費     2,830,832        14,290     2,845,122

  

 1 総務管理費     2,278,948        14,290     2,293,238

  

歳         出         合         計    24,686,599        14,290    24,700,889



専決第２号 

専  決  処  分  書 

 

国民健康保険法施行令の一部を改正する政令（平成27年政令第63号）及び国

民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一

部を改正する政令（平成27年政令第71号）の公布に伴い、天理市国民健康保険

条例（昭和34年３月天理市条例第８号）の一部を改正する必要が生じたが、特

に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認

め、地方自治法（昭和22年法律第67号）第1 7 9条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分する。 

平成27年３月26日 

天理市長 並 河  健 

 



   天理市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 天理市国民健康保険条例（昭和34年３月天理市条例第８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第８条中「第72条の４」を「第72条の５」に改める。 

 第11条の３第１号中「保健事業に要する費用の額」の次に「、法第81条の２

第１項第１号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第２項の規定による拠

出金（当該事業に関する事務の処理に要する費用に係るものを除く｡)の納付に

要する費用の額、同条第１項第２号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条

第２項の規定による拠出金（当該事業に関する事務の処理に要する費用に係る

ものを除く｡)の納付に要する費用の額の２分の１に相当する額」を加え、同条

第２号中「第72条の４」を「第72条の５」に、「その他」を「、法第81条の２

第１項の規定による交付金並びにその他の」に改める。 

 第19条第１項第２号中「245,000円」を「26万円」に改め、同項第３号中

「45万円」を「47万円」に改める。 

 附則中第２条を削り、第３条を第２条とし、第４条を第３条とし、第５条を

第４条とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の天理市国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保

険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例

による。 

 



専決第３号 

専  決  処  分  書 

 

地方税法等の一部を改正する法律（平成27年法律第２号）の公布に伴い、天

理市税賦課徴収条例（昭和29年７月天理市条例第30号）及び天理市税賦課徴収

条例等の一部を改正する条例（平成26年６月天理市条例第21号）の一部を改正

する必要が生じたが、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がない

ことが明らかであると認め、地方自治法（昭和22年法律第67号）第1 7 9条第１

項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

平成27年３月31日 

天理市長 並 河  健  
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天理市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例 

（天理市税賦課徴収条例の一部改正） 

第１条 天理市税賦課徴収条例（昭和29年７月天理市条例第30号）の一部を次

のように改正する。 

第31条第２項の表第１号オ中「法人税法第２条第16号」を「法第2 9 2条第

１項第４号の５」に、「又は同条第17号の２に規定する連結個別資本金等の

額（保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の３の２に定めると

ころにより算定した純資産額）」を「をいう。以下この表及び第４項におい

て同じ｡｣に、「この表」を「この表及び第４項」に改め、同条に次の１項を

加える。 

４ 資本金等の額を有する法人（保険業法に規定する相互会社を除く｡)の資

本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に

満たない場合における第２項の規定の適用については、同項の表中「資本

金等の額が」とあるのは、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は

出資金の額が」とする。 

第48条第６項中「第２条第12号の７の３」を「第２条第12号の７」に改め

る。 

第50条第３項中「第２条第12号の７の２」を「第２条第12号の６の７」に

改める。 

第57条及び第59条中「第10号の９」を「第10号の10」に改める。 

第1 4 1条第２項中「又は第28項」を「、第28項又は第30項から第33項ま

で」に改める。 

附則第７条の３の２第１項中「平成39年度」を「平成41年度」に、「平成

29年」を「平成31年」に改める。 

附則第９条の前に見出しとして「（個人の市民税の寄附金税額控除額に係

る申告の特例等）」を付し、同条を次のように改める。 

第９条 法附則第７条第８項に規定する申告特例対象寄附者（次項において

「申告特例対象寄附者」という｡)は、当分の間、第34条の６第１項及び第

２項の規定によって控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、第
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36条の２第４項の規定による申告書の提出（第36条の３の規定により当該

申告書が提出されたものとみなされる所得税法第２条第１項第37号に規定

する確定申告書の提出を含む｡)に代えて、法第1 3 4条の７第１項第１号に

掲げる寄附金（以下この項及び次条において「地方団体に対する寄附金」

という｡)を支出する際、法附則第７条第８項から第10項までに規定すると

ころにより、地方団体に対する寄附金を受領する地方団体の長に対し、同

条第８項に規定する申告特例通知書（以下この条において「申告特例通知

書」という｡)を送付することを求めることができる。 

２ 前項の規定による申告特例通知書の送付の求め（以下この条において

「申告特例の求め」という｡)を行った申告特例対象寄附者は、当該申告特

例の求めを行った日から賦課期日までの間に法附則第７条第10項第１号に

掲げる事項に変更があったときは、同条第９項に規定する申告特例対象年

（次項において「申告特例対象年」という｡)の翌年の１月10日までに、当

該申告特例の求めを行った地方団体の長に対し、施行規則で定めるところ

により、当該変更があった事項その他施行規則で定める事項を届け出なけ

ればならない。 

３ 申告特例の求めを受けた地方団体の長は、申告特例対象年の翌年の１月

31日までに、法附則第７条第10項の規定により申請書に記載された当該申

告特例の求めを行った者の住所（同条第11項の規定により住所の変更の届

出があったときは、当該変更後の住所）の所在地の市町村長に対し、施行

規則で定めるところにより、申告特例通知書を送付しなければならない。 

４ 申告特例の求めを行った者が、法附則第７条第13項各号のいずれかに該

当する場合において、同項前段の規定の適用を受けるときは、前項の規定

による申告特例通知書の送付を受けた市町村長は、当該申告特例の求めを

行った者に対し、その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。 

附則第９条の次に次の１条を加える。 

第９条の２ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に地方団体に対する寄

附金を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第３項の規定による申

告特例通知書の送付があった場合（法附則第７条第13項の規定によりな
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かったものとみなされる場合を除く｡)においては、法附則第７条の２第４

項に規定するところにより控除すべき額を、第34条の６第１項及び第２項

の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。 

附則第10条の２第６項中「附則第15条第34項」を「附則第15条第36項」に

改め、同条第７項中「附則第15条第37項」を「附則第15条第39項」に改め、

同条第８項中「附則第15条第38項」を「附則第15条第40項」に改め、同条に

次の１項を加える。 

９ 法附則第15条の８第４項に規定する市町村の条例で定める割合は、３分

の２とする。 

附則第11条の見出し中「平成24年度から平成26年度まで」を「平成27年度

から平成29年度まで」に改める。 

附則第11条の２の見出し中「平成25年度又は平成26年度」を「平成28年度

又は平成29年度」に改め、同条第１項中「平成25年度分又は平成26年度分」

を「平成28年度分又は平成29年度分」に改め、同条第２項中「平成25年度適

用土地」を「平成28年度適用土地」に、「平成25年度類似適用土地」を「平

成28年度類似適用土地」に、「平成26年度分」を「平成29年度分」に改める。 

附則第12条（見出しを含む｡)及び第13条（見出しを含む｡)中「平成24年度

から平成26年度まで」を「平成27年度から平成29年度まで」に改める。 

附則第13条の３中「平成24年度から平成26年度まで」を「平成27年度から

平成29年度まで」に改める。 

附則第15条第１項中「平成24年度から平成26年度まで」を「平成27年度か

ら平成29年度まで」に改め、同条第２項中「平成27年３月31日」を「平成30

年３月31日」に改める。 

附則第16条を次のように改める。 

（軽自動車税の税率の特例） 

第16条 法附則第30条第１項第１号及び第２号に規定する３輪以上の軽自動

車に対する第82条の規定の適用については、当該軽自動車が平成27年４月

１日から平成28年３月31日までの間に初めて道路運送車両法第60条第１項

後段の規定による車両番号の指定（次項及び第３項において「初回車両番
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号指定」という｡)を受けた場合において、平成28年度分の軽自動車税に限

り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。 

第82条第２号ア 3,900円 1,000円 

6,900円 1,800円 

10,800円 2,700円 

3,800円 1,000円 

5,000円 1,300円 

２ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に規定する３輪以上の軽自動車

（ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。次項において同

じ｡)に対する第82条の規定の適用については、当該軽自動車が平成27年４

月１日から平成28年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

おいて、平成28年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第82条第２号ア 3,900円 2,000円 

6,900円 3,500円 

10,800円 5,400円 

3,800円 1,900円 

5,000円 2,500円 

３ 法附則第30条第３項第１号及び第２号に規定する３輪以上の軽自動車

（前項の規定の適用を受けるものを除く｡)に対する第82条の規定の適用に

ついては、当該軽自動車が平成27年４月１日から平成28年３月31日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合において、平成28年度分の軽自動車税

に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第82条第２号ア 3,900円 3,000円 

6,900円 5,200円 

10,800円 8,100円 

3,800円 2,900円 

5,000円 3,800円 

附則第22条（見出しを含む｡)中「附則第15条第34項」を「附則第15条第36

項」に改める。 

附則第23条（見出しを含む｡)中「平成24年度から平成26年度まで」を「平

成27年度から平成29年度まで」に改める。 
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附則第24条から第27条までの規定中「平成24年度から平成26年度まで」を

「平成27年度から平成29年度まで」に改める。 

附則第28条（見出しを含む｡)中「平成24年度から平成26年度まで」を「平

成27年度から平成29年度まで」に改める。 

附則第30条及び第31条中「平成24年度から平成26年度まで」を「平成27年

度から平成29年度まで」に改める。 

附則第32条中「これらの規定」を「同条」に改める。 

附則第34条中「第11項、第15項から第22項まで、第24項、第26項、第30項、

第34項、第35項若しくは第40項」を「第13項、第17項から第24項まで、第26

項、第28項、第32項、第36項、第37項若しくは第42項」に、「第28項」を

「第30項から第33項まで」に改める。 

（天理市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 天理市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例（平成26年６月天理市

条例第21号）の一部を次のように改正する。 

第１条中天理市税賦課徴収条例附則第16条の改正規定を次のように改める。 

附則第16条第３項中「附則第30条第３項第１号」を「附則第30条第５項第

１号」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項中「附則第30条第２項第

１号」を「附則第30条第４項第１号」に改め、同項を同条第３項とし、同条

第１項中「附則第30条第１項第１号」を「附則第30条第３項第１号」に、

「初めて道路運送車両法第60条第１項後段の規定による車両番号の指定（次

項及び第３項において「初回車両番号指定」という｡)」を「初回車両番号指

定」に改め、同項を同条第２項とし、同項の前に次の１項を加える。 

法附則第30条第１項に規定する３輪以上の軽自動車に対する当該軽自動

車が初めて道路運送車両法第60条第１項後段の規定による車両番号の指定

（以下この条において「初回車両番号指定」という｡)を受けた月から起算

して14年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税に係る第82

条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第82条第２号ア 3,900円 4,600円 
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6,900円 8,200円 

10,800円 12,900円 

3,800円 4,500円 

5,000円 6,000円 

附則第１条第３号中「第82条の改正規定」を「第82条第２号アの改正規定

（「3,600円」に係る部分を除く｡)」に、「附則第４条」を「附則第４条第

１項」に改め、同条第４号中「第52条第１項及び」の次に「第82条第１号の

改正規定、同条第２号アの改正規定（「3,600円」に係る部分に限る｡)及び

同号イの改正規定並びに同条第３号の改正規定並びに」を加え、「附則第５

条」を「附則第４条第２項、第５条」に改める。 

附則第４条中「第82条」を「第82条第２号ア（「3,600円」に係る部分を

除く｡)」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 新条例第82条第１号、第２号ア（「3,600円」に係る部分に限る｡)及び

同号イ並びに第３号の規定は、平成28年度以後の年度分の軽自動車税につ

いて適用し、平成27年度分までの軽自動車税については、なお従前の例に

よる。 

附則第６条の表中「附則第16条」を「附則第16条第１項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成27年４月１日から施行する。ただし、第２条中天理

市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例附則第１条第３号及び第４号並び

に第４条の改正規定は、公布の日から施行する。 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、第１条の規定による改正後の天理市税

賦課徴収条例（以下「新条例」という｡)の規定中個人の市民税に関する部分

は、平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成26年度分

までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第９条の規定は、市民税の所得割の納税義務者がこの条例の施

行の日以後に支出する新条例附則第９条第１項に規定する地方団体に対する

寄附金について適用する。 
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３ 新条例附則第９条の２の規定は、平成28年度以後の年度分の個人の市民税

について適用する。 

４ 新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、この条例の施行の日以後に

開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分

の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民

税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従

前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部

分は、平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成26年度分

までの固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第10条の２第９項の規定は、平成27年４月１日以後に新築され

る地方税法等の一部を改正する法律（平成27年法律第２号）第１条の規定に

よる改正後の地方税法（昭和25年法律第2 2 6号）附則第15条の８第４項に規

定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対して課すべき平成28

年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 新条例附則第16条の規定は、平成28年度分の軽自動車税について適用

する。 

（都市計画税に関する経過措置） 

第５条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成27年度以後の年度分

の都市計画税について適用し、平成26年度分までの都市計画税については、

なお従前の例による。 



専決第４号 

専  決  処  分  書 

 

 天理市立嘉幡保育所の耐震診断の結果を受けた安全確保のための緊急かつ臨

時の対策に係る施設改修工事等の経費の追加及び地方創生人材支援制度に基づ

く地方創生アドバイザーの新規就任に伴う人件費を追加するため、平成27年度

天理市一般会計予算の補正を行う必要が生じたが、特に緊急を要するため議会

を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め、地方自治法（昭和22

年法律第67号）第1 7 9条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

  平成27年４月23日 

天理市長 並 河  健  

 



 

 

平成２７年度天理市一般会計補正予算（第１号） 

 

 平成２７年度天理市の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６，６１７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

２６，７７６，６１７千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入 

 歳出予算補正」による。 

 

  平成２７年４月２３日専決 

 

天理市長   並 河  健 

                                 



  

第 １ 表  歳 入 歳 出 予 算 補 正

  

１ 歳 入

- 1 -

  

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額     計    

千円 千円 千円

  

19 繰越金       200,000         6,617       206,617

  

 1 繰越金       200,000         6,617       206,617

  

歳         入         合         計    26,770,000         6,617    26,776,617



  

２ 歳 出

- 2 -

  

款 項 補 正 前 の 額 補    正    額     計    

千円 千円 千円

  

 2 総務費     2,807,307           600     2,807,907

  

 1 総務管理費     2,203,322           600     2,203,922

  

 3 民生費     9,726,616         6,017     9,732,633

  

 2 児童福祉費     4,359,517         6,017     4,365,534

  

歳         出         合         計    26,770,000         6,617    26,776,617



専決第５号 

専  決  処  分  書 

 

 地方創生に積極的に取り組む市町村に対し、意欲と能力のある国家公務員、

大学研究者又は民間人材を市町村長の補佐役として派遣し、地域に応じた「処

方せんづくり」を支援するという国の地方創生人材支援制度の創設により、本

市においても地方創生アドバイザーの派遣を受け、早急に事業に着手すること

となり、その報酬を支払う必要が生じたため、天理市特別職の職員で非常勤の

ものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和36年１月天理市条例第４号）の一

部を改正する必要が生じたが、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余 

裕がないことが明らかであると認め、地方自治法（昭和22年法律第67号）第 

1 7 9条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

平成27年４月23日 

天理市長 並 河  健 



 

 

   天理市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条 

例の一部を改正する条例 

天理市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和

36年１月天理市条例第４号）の一部を次のように改正する。 

 別表第54号中「同上」を「予算に定める範囲内の額」に改め、同号を同表第

55号とし、同表第53号の次に次の１号を加える。 

54 地方創生アドバイザー 日額   20,000 副市長の旅費相当額 

別表備考第３項中「第54号」を「第55号」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


